
面　積 公簿面積 実測面積
地　目 公簿地目 現況地目

鉄道

道路

備考（１／２）

１．位置図に示すA及びBは個人所有の土地ですが、所有者に売却の意向があることを確認しています。
交渉は所有者と直接行っていただくことになりますが、A及びBの土地を含めた事業提案も可能とします。

３．敷地内の下記事項について、予めご承知おきください。（別添の写真参照）
　　　・北側と西側に地元管理の消火栓用ホース格納箱が計３基設置されています。
　　　　土地利用に際し移設等を検討される場合は、事前に地元自治会等の関係各所と協議してください。
      ・北側・西側に電柱が計３本設置されています。電線等への接続はありません。
　　　・北側から南西側までメッシュフェンスがあります。
　　　・北西側に井戸があります。
　　　・北西側にアスファルト舗装箇所及び側溝構造物が一部あります。
　　　・西側にゴミ集積ボックス、防火水槽標識が設置されています。土地利用に際し移設等を検討される
       場合は、事前に地元自治会等の関係各所と協議してください。

５．JR北陸本線の線路が東側約15ｍにあるため、騒音、振動、臭気、鉄粉等があります。予めご承知おきく
ださい。

７．敷地内に埋設されていた石炭殻混じり土については概ね撤去していますが、既に資材として活用してい
るものが一部（約500㎥程度）あります。予めご承知おきください。

６．当該地の大部分は周知の遺跡（高月北遺跡）の範囲内です。埋蔵文化財調査は完了していますが、土
木工事等を行う場合は、遺跡内の工事になりますので、文化財保護法第93条第１項の規定により、工事着
手の60日前までに発掘届等の書類「埋蔵文化財発掘届出書」を長浜市文化観光課歴史まちづくり室文化
財係（0749-65-6510）へ提出してください。

４．南西側及び東側のメッシュフェンスは対象敷地外となり、市の所有物ですが、土地利用に際し撤去を希
望される場合は、提案事業者の責任と負担にて撤去していただくことも可能です。撤去を希望される場合
は、事前に市と協議し、承認を得てください。

法令等に
よる制限

70% 容　積　率 200%

私道等の負担に関する事項 負担なし

建　ぺ　い　率

特定用途制限地域
幹線道路沿道
指定地区A型

都市計画区域
長浜北部都市計画区域
(非線引き都市計画区域)

接面道路
の状況

物件調書

所在地 長浜市高月町高月字西田中560番　外４筆　（次ページ参照）

24,131㎡ 24,133.92㎡
雑種地 雑種地

北側：市道高月北田中線　現況幅員約4ｍ、舗装　有、高低差　無
東側：市道高月駅西線　    現況幅員約10ｍ 、舗装　有、高低差　無
西側：市道高月北部線　    現況幅員約4.5ｍ 、舗装　有、高低差　無

配管等の状況

0749-82-6031

区分 利用可能な施設

２．開発等（建築を含む。）にあたって、都市計画法、建築基準法及び市条例等により指導がなされる場合
があります。当該地は非線引き都市計画区域に位置していることから、1,000㎡以上の規模の開発行為を
実施する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。また、10,000㎡以上の一団の土地に
係る施設の整備がある場合は、県知事の助言、指導を受けなければなりません。プロポーザルに参加され
る方は、予め滋賀県県民活動生活課（077-528-3417）、長浜市都市計画課開発調整室（0749-65-6903）、
建築課建築指導室（0749-65-6543）に確認してください。

現地までの交通機関
ＪＲ北陸本線「高月駅」まで約３５０ｍ（道路距離）

　国道８号まで約２５０ｍ（道路距離）

下水道 長浜市下水道
敷地内引込有
（敷地北側）

関西電力送配電（株）彦根配電営業所供
給
処
理
施
設
状
況

事 業 所 名

電 話 番 号

電気

長浜市下水道総務課

0749-65-1600

上水道 水道企業団
敷地内引込有
（敷地北側）

長浜水道企業団　北部営業所

０８００－７７７－８８１０（コールセンター）

ガス プロパン

関西電力
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※ 申込みに際しては、自らの責任において、現地及び諸規制の調査確認を行ってください。

８．石炭殻混じり土搬出工事と埋蔵文化財掘削調査完了後、滋賀県の土木工事（杉本余呉線補助道路整
備工事）で発生した建設発生土を搬入し敷きならしています。岩盤から掘削した土であるため、地中に岩石
等が埋まっている場合がありますので予めご承知おきください。なお、その他の土壌調査、地盤調査、地下
埋設物調査等は行っていません。所有権移転後に土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物等が発見されても市
は一切責任を負いません。

14．ハザードマップでは、浸水想定地域（1.0ｍ～2.0ｍ未満）に指定されています。詳しくは、長浜市防災危
機管理課（0749-65-6555）にお問い合わせください。

※この物件調書は、プロポーザル参加者の参考資料です。

10．下水道は、敷地内北側で公共下水道へ接続しています。使用される場合は長浜市下水道総務課
（0749-65-1600）へ連絡してください。なお、工事や使用に係る費用は提案事業者で負担してください。

※ 物件調書の記載内容についての問合せ先　：　総務部財政課財産活用政策室（0749-65-1717）

備考（２／２）

13．当該地及び隣接地の擁壁等について、地上及び地中において境界を越えている場合があります。こ
れら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者等との協議等について、市は対応しませ
ん。

17．土地利用にあたっては、周辺地域の環境に十分配慮するとともに、紛争が生じないよう事前に地元自
治会及び周辺住民と協議してください。

９．上水道は、敷地内北側にφ50㎜口径の引き込みがありますが、メーターは撤去されています。上水道
を使用する場合は、長浜水道企業団北部営業所（0749-82-6031）へ連絡してください。なお、使用に係る
費用は提案事業者で負担してください。

11．電気・ガス・給排水等の設備は、提案事業者の負担で整備してください。

12．当該地は多雪区域（垂直積雪量1.3ｍ）に該当します。建物を建築する場合、積雪に耐えうる構造計算
が必要です。必要に応じて、長浜市建築課建築指導室（0749-65-6543）にご相談ください。

15．当該地には平成25年まで旧高月中学校がありました。

16．現状有姿での引き渡しとなります。十分現地をご確認ください。
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所在 字 地番 地目
登記地積

㎡
地積（実測）

㎡
備考

1 長浜市高月町高月 横田 539-11 雑種地 1,872 1,872.66

2 長浜市高月町高月 新屋敷 545-1 雑種地 1,106 1,106.91

3 長浜市高月町高月 西田中 560 雑種地 10,636 10,636.33

4 長浜市高月町高月 東田中 575 雑種地 7,229 7,229.75

5 長浜市高月町高月 北田中 586-9 雑種地 3,288 3,288.27

全5筆 合計 24,131 24,133.92

登記地籍 小数点第2
までの地籍

　別表
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位 置 図位 置 図位 置 図位 置 図

航空写真①

JR北陸線

「高月駅」

対象地

JR北陸線

「高月駅」

個人所有地Ａ

個人所有地Ｂ
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航空写真②

JR北陸線

「高月駅」南側上空から撮影

JR北陸線

「高月駅」
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現地写真①

敷地北側から撮影

敷地北側から撮影
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現地写真② 消火栓用ホース格納箱、ゴミ集積ボックス、防火水槽標識
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現地写真③ 電柱
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現地写真④ フェンス（売却対象地内（北側、西側））
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現地写真⑤ 井戸、上水、下水
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舗装箇所、側溝構造物現地写真⑥
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現地写真⑦ 前面道路（北側）
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現地写真⑧ 前面道路（西側、東側）
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市の所有のままとなるメッシュフェンス

現況平面図
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